
自転車ヘルメットを着用しましょう

～道路交通法の改正（令和5年4月1日施行）により、
　　全ての年齢層でヘルメット着用が努力義務になりました～

車両の運転者であることをしっかり認識しましょう

自転車乗車中の事故においてヘルメットを着用して
いなかった方の致死率は、着用していた方に比べて
約2.2倍高くなっています。

ヘルメットがあなたの命を守ります
　被害を軽減するヘルメットを着用しましょう

（警察庁HPより）

ヘルメット着用状況別の致死率
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自転車利用者の皆さん



ながら運転は禁止行為

傘をさしながら、携帯電話機等を操作
しながら、大音量で音楽を聴きながら
等の「ながら運転」は大変危険なので
絶対にやめましょう。

自転車事故への備えと被害者の救済を図るため、
大阪府自転車条例により、自転車利用者は、自転車
保険※への加入が義務付けられています。
まずは加入の有無を確認しましょう。
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